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一般質問

議
員　

平

成
27
年
４

月
か
ら
教

育
委
員
会

制
度
が
大

き
く
変
わ
る
。
大
津
市
の

い
じ
め
自
殺
問
題
で
、
緊

急
事
態
に
機
能
を
果
た
せ

な
い
こ
と
や
、
責
任
の
所

在
の
不
明
確
さ
等
が
問
わ

れ
、
現
体
制
で
は
責
任
あ

る
迅
速
な
対
応
が
で
き
な

い
と
し
て
改
正
に
至
っ

た
。
新
制
度
で
は
、
教
育

委
員
会
制
度
の
抜
本
的
な

改
革
が
行
わ
れ
る
。
①
改

革
の
一
番
の
ポ
イ
ン

ト
は
何
か
②
市
長
が

設
置
す
る
総
合
教
育

会
議
と
大
綱
策
定
は

③
新
「
教
育
長
」
の

議
会
同
意
や
会
議
の

協
議
結
果
等
、
議
会

へ
の
説
明
は
④
制
度

改
正
で
、
い
じ
め
に

よ
る
自
殺
の
防
止

等
、
迅
速
な
対
応
が

進
む
の
か
。

教
育
部
長　
①
市
長

が
任
命
す
る
新
「
教

育
長
」
を
置
き
、
教

育
の
課
題
や
教
育
の

条例化に向けて
 総合的な窓口の設置を
「委員会において検討を進める」

石川 清明 議員

空
き
家
対
策

議
員　

空

き
家
は
、

敷
地
へ
の

ご
み
の
不

法
投
棄
や

不
審
者
の
侵
入
、
放
火
の

原
因
に
な
る
ほ
か
、
災
害

時
に
倒
壊
し
て
、
避
難
や

消
防
の
妨
げ
に
な
る
恐
れ

が
あ
る
。
戸
田
市
の
空
き

家
の
現
状
に
つ
い
て
伺
う
。

都
市
整
備
部
長　
平
成
25

年
度
の
、
戸
田
市
火
災
予

議
員　
「
医

療
・
介
護

総
合
法
」

の
成
立
は
、

要
支
援
者

か
ら
訪
問
、
通
所
介
護
を

取
り
上
げ
、
利
用
料
を
２

割
負
担
に
引
き
上
げ
る
な

ど
、
負
担
増
と
給
付
削
減

の
介
護
保
険
法
の
大
改
悪

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
の

点
に
つ
い
て
伺
う
。
①
訪

問
、
通
所
介
護
が
市
の
事

業
と
な
り
、
予
防
給
付
事

業
で
は
な
く
な
る
。
対
象

と
な
る
要
支
援
者
数
と
対

応
は
②
特
養
へ
の
入
所
対

象
が
原
則
要
介
護
３
以
上

と
さ
れ
、
要
介
護
１
・
２

の
方
が
入
所
で
き
な
く
な

る
が
、
対
象
者
数
は
③
一

定
以
上
の
所
得
者
の
利
用

料
が
２
割
へ
と
引
き
上
が

る
が
、
対
象
者
数
は
。

福
祉
部
長　
①
平
成
26
年

４
月
現
在
、
要
支
援
１
と

２
を
合
わ
せ
て
、
７
８
４

人
の
う
ち
、
訪
問
介
護
は

約
１
８
０
人
、
通
所
介
護

は
約
２
６
０
人
が
利
用
し

て
い
る
。
事
業
の
移
行
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
サ

ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
く

な
る
と
い
う
こ

と
が
な
い
よ

う
、
十
分
に
配

慮
し
て
い
き
た

い
②
要
介
護
認

定
者
の
う
ち
、

要
介
護
１
・
２

の
方
は
１
２
１

７
人
で
あ
る
③

３
２
６
人
の
方

が
２
割
負
担
の

対
象
と
な
る
。

議
員　
こ
れ
ま

で
の
訪
問
、
通

所
介
護
は
、
介

護
の
専
門
職
が

行
っ
て
い
た
。

支
援
、捜
査
関
連
の
支
援
、

法
的
支
援
等
を
可
能
な
限

り
一
カ
所
で
提
供
す
る
こ

と
に
よ
り
、
被
害
者
の
心

身
の
負
担
を
軽
減
し
、
そ

の
健
康
の
回
復
を
図
る
と

と
も
に
、
警
察
へ
の
届
出

の
促
進
、
被
害
の
潜
在
化

防
止
を
目
的
で
設
立
さ
れ

る
も
の
で
、
内
閣
府
は
、

地
方
公
共
団
体
な
ど
に
設

置
を
求
め
て
い
る
。
し
か

し
、
県
内
で
は
埼
玉
県
が

一
つ
設
置
し
て
い
る
だ
け

で
、
市
町
村
が
設
置
主
体

に
な
っ
て
い
る
も
の
は
な

い
。
設
置
の
可
能
性
は
ど

う
か
。

市
民
生
活
部
長　
予
算
面

等
、
現
状
で
は
設
置
は
厳

し
い
と
考
え
る
。

議
員　
犯
罪
被
害
者
に
優

し
く
な
い
日
本
社
会
に
お

い
て
、
支
援
の
大
き
な
力

に
な
る
し
、
若
い
女
性
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

を
作
っ
て
い
く
こ
と
は
、

自
治
体
経
営
の
観
点
か
ら

も
意
義
の
あ
る
こ
と
で
は

な
い
か
。
せ
め
て
マ
ニ
ュ

ア
ル
作
り
や
研
修
を
通
じ

て
、
現
在
の
業
務
の
中
で

性
犯
罪
被
害
者
に
２
次
被

害
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に

し
て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。

市
民
生
活
部
長　
現
状
で

で
き
る
こ
と
の
中
で
、
性

犯
罪
被
害
者
の
立
場
に
立

っ
た
対
応
が
で
き
る
よ
う

対
策
を
講
じ
て
い
く
。

議
員　
被
害
者
が
泣
き
寝

入
り
せ
ず
相
談
で
き
る
よ

う
な
体
制
を
、
で
き
る
と

こ
ろ
か
ら
作
っ
て
ほ
し
い
。

議
員
「
性

犯
罪
・
性

暴
力
被
害

者
の
た
め

の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
と

は
、
被
害
直
後
か
ら
産
婦

人
科
医
療
、
相
談
・
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
等
の
心
理
的

新
教
育
行
政
制
度
の

　抜
本
的
な
改
革
と
は
何
か

「
迅
速
な
対
応
が
確
実
に
進
む
よ
う
に
す
る
」

手
塚 

静
枝 

議
員

教育委員会改革

防
条
例
に
基
づ
い

た
調
査
で
は
、
空

き
家
と
確
認
し
た

１
４
４
棟
の
う
ち

無
施
錠
や
空
き
家

周
囲
に
枯
草
や
燃

焼
の
恐
れ
が
あ
る

な
ど
、
措
置
を
講

じ
る
必
要
が
あ
る

も
の
は
18
棟
で
あ

る
。
現
在
、
管
理

不
十
分
な
空
き
家

に
つ
い
て
、
担
当

部
局
が
連
携
し
、

所
有
者
等
に
対
し

て
適
正
な
管
理
を

働
き
か
け
る
な
ど

の
対
応
を
し
て
い
る
。

議
員　
埼
玉
県
内
で
は
19

市
町
で
空
き
家
の
適
正
管

理
に
関
す
る
条
例
を
施
行

し
て
い
る
。
戸
田
市
の
条

例
化
に
向
け
て
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
伺
う
。

都
市
整
備
部
長　
平
成
25

年
８
月
に
「
戸
田
市
空
き

家
等
の
適
正
管
理
に
関
す

る
条
例
制
定
準
備
委
員

会
」
を
設
置
し
、
国
の
法

令
制
定
の
動
き
も
に
ら
み

な
が
ら
、
条
例
化
に
向
け

検
討
し
て
い
る
。

ワンストップ支援で
　　　２次被害を防げ
「被害者の立場で対応を検討する」

遠藤 英樹 議員

性
犯
罪
被
害
者

▶
消
費
生
活
出
前
講
座
（
笹
目
中
学
校
）

利
用
料
が
２
割
へ
と

引
き
上
が
る
が
対
象
者
数
は

「
３
２
６
人
が
対
象
と
な
る
」

本
田 

哲 

議
員

医療・介護総合法

市
に
移
管
さ
れ
た
ら
、
事

業
自
体
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
等
に
任
せ
る
こ

と
に
な
り
、
現
在
の
サ
ー

ビ
ス
内
容
、
水
準
か
ら
大

き
く
縮
小
・
後
退
す
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
な
い
。「
医

療
・
介
護
総
合
法
」
に
よ

る
介
護
保
険
法
の
大
改
悪

に
対
し
、
現
在
の
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
量
・
質
と
も
に

後
退
さ
せ
な
い
よ
う
、
よ

り
一
層
の
努
力
を
し
て
い

た
だ
く
よ
う
要
望
す
る
。

あ
る
べ
き
姿
を
共
有
し
、

密
接
に
連
携
し
責
任
を
果

た
し
て
い
く
②
よ
り
一
層

市
民
や
保
護
者
の
意
志
を

反
映
し
た
教
育
行
政
の
推

進
を
図
る
会
議
と
な
る
。

大
綱
は
会
議
で
十
分
協
議

す
る
③
こ
れ
ま
で
も
議
会

に
説
明
し
て
き
た
が
、
今

後
も
適
宜
行
っ
て
い
く
④

い
じ
め
問
題
へ
の
対
応
の

組
織
や
体
制
が
整
っ
て
い

る
が
、
今
後
、
さ
ら
に
迅

速
な
対
応
が
確
実
に
進
む

よ
う
に
し
て
い
く
。

議
員　
消
費
者
が
ト
ラ
ブ

ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
件
数

が
増
え
る
中
、
そ
の
対
策

な
ど
消
費
者
教
育
は
遅
れ

て
い
る
。
子
ど
も
や
若
者

が
一
人
の
消
費
者
と
し
て

行
動
で
き
る
、
消
費
者
教

育
の
充
実
に
つ
い
て
、
本

市
の
取
り
組
み
を
伺
う
。

市
民
生
活
部
長　
若
者
か

ら
高
齢
者
を
対
象
に
出
前

講
座
を
実
施
し
て
い
る
。

今
後
も
効
果
的
に
行
う
。

議
員　

条
例
化
に
向
け

て
、
空
き
家
問
題
の
総
合

的
な
窓
口
を
設
置
す
る
考

え
が
あ
る
か
。

都
市
整
備
部
長　
現
在
の

空
き
家
対
策
は
、
状
況
に

応
じ
て
対
応
す
る
部
局
が

異
な
っ
た
り
、
複
数
の
部

局
が
連
携
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
、
総
合
的
な
窓
口

の
必
要
性
も
含
め
、
委
員

会
に
お
い
て
検
討
を
進
め

て
い
る
。

▶
全
国
的
に
空
き
家
は
増
え
て
い
ま
す

　
（
総
務
省
統
計
局
「
平
成
25
年
住
宅
・
土
地
統

　

計
調
査
（
速
報
集
計
）
の
要
約
」
よ
り
）

          つぶやき
性
犯
罪
被
害
者
の
不
条

理
な
現
実
に
支
援
を
！

委
員
会
の
審
査
か
ら

意
見
書

委
員
会
の
審
査
か
ら

意
見
書

▲アイリスホットライン（公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターホームページより）

▲訪問、通所介護が国から移管される市の長寿介護課

消
費
者
教
育
の
充
実
を

委
員
会
視
察
レ
ポ
ー
ト


